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諮問事件：

諮問番号：平成１９年(個)諮問第３号

平成１９年(個)諮問第４号

事 件 名：会計検査院事務総長が平成１９年８月に特定番号で受け付けた本

人に係る保有個人情報開示請求に対する不開示決定に関する件

会計検査院事務総長が平成１９年１０月に特定番号で受け付けた

本人に係る保有個人情報開示請求に対する不開示決定に関する件

諮 問 日：平成１９年１１月２１日（平成１９年（個）諮問第３号）

平成１９年１２月２５日（平成１９年（個）諮問第４号）

答 申 日：平成２０年 ５月 １日

答申書

第１ 審査会の結論

以下の合計８件の保有個人情報について、開示請求に形式上の不備が

あることを理由に不開示とした決定は妥当である。

ア 会計検査院事務総長が平成１９年８月に特定番号で受け付けた本人

に係る保有個人情報開示請求（以下「第１次開示請求」という。）にお

ける保有個人情報（４件。平成１９年（個）諮問第３号関係）

イ 会計検査院事務総長が平成１９年１０月に特定番号で受け付けた本

人に係る保有個人情報開示請求（以下「第２次開示請求」という。）に

おける保有個人情報（４件。平成１９年（個）諮問第４号関係）

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５８号。以下「個人情報保護法」という。）第１

２条第１項の規定に基づく開示請求に対し、処分庁である会計検査院事

務総長が平成１９年９月２５日付け１９０普第２５６号（第１次開示請

求に係る４件の保有個人情報を対象）及び平成１９年１１月１４日付け

１９０普第３０８号（第２次開示請求に係る４件の保有個人情報を対象）

により行った不開示決定について、その取消しを求めるというものであ

る。

２ 審査請求の理由
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審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書、意見書等の判読

可能な部分の記載によると、おおむね以下のとおりである。

ア 手数料は法務省に支払っている。

イ 判読困難な部分があるとしていることについては、事実関係を調査し

て内容を把握すれば、判読が可能になる。

ウ 開示を請求する保有個人情報の特定ができないとしていることにつ

いては、口頭意見陳述を実施しない会計検査院に責任がある。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 第１次開示請求に係る処分

審査請求人は、処分庁に対し、平成１９年８月１０日付けで、４通の

開示請求書を送付することにより第１次開示請求を行った。

しかし、上記４通の開示請求書の「開示を求める個人情報」欄に記載

された内容には判読困難な部分が多く、判読可能な部分についても当該

開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる内容であるとは認めら

れず、また、個人情報保護法第２６条第１項に規定する手数料相当額の

収入印紙が全く貼付されておらず、さらに、個人情報保護法第１３条第

２項に規定する開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書

類（以下「本人確認書類」という。）が不足していた。

このため、処分庁は、前記４通の開示請求書には形式上の不備がある

として、個人情報保護法第１３条第３項の規定により、審査請求人に対

し、相当の期間（１５日）を定めた上、次の①から③までのとおり開示

請求書の補正の求めを行った。

① ４通の開示請求書の「開示を求める個人情報」欄に記載されている

と解される文字を想定して当該記載内容を清書した上、この清書した

内容が請求内容と相違がないかの確認を求めるとともに、判読困難な

部分については追記を依頼し、さらに、当該開示請求に係る保有個人

情報を特定するに足りる具体的な情報（開示を求める保有個人情報の

内容、当該個人情報が記録されている文書の名称、種類、作成時期等）

の提供を求めた。

② 書面による開示請求である本件については、開示請求書１通につき、

少なくとも１件分に対応する３００円の収入印紙の貼付が必要である

として、４件分に対応する１，２００円の収入印紙の送付を求めた。

③ 本人に係る保有個人情報の開示請求を開示請求書の送付により行う

場合は、本人確認書類を提出する必要があるとして、不足している本
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人確認書類の送付を求めた。

そして、この補正の求めに対し、処分庁が指定した期限までに審査請

求人からの回答、手数料の納付等がなかったため、処分庁は審査請求人

は補正の求めに応じる意思がないものと判断し、開示請求書の「開示を

求める個人情報」欄の記載内容では、いずれも当該開示請求に係る保有

個人情報を特定するに足りる事項の記載が不十分であること、手数料が

納付されていないこと及び本人確認書類が不足していることから、本件

開示請求には形式上の不備があると認め、不開示決定を行った（平成１

９年９月２５日付け１９０普第２５６号）。

(2) 第２次開示請求に係る処分

審査請求人は、処分庁に対し、平成１９年９月２８日付けで、４通

の開示請求書を送付することにより第２次開示請求を行った。

しかし、上記４通の開示請求書においても、第１次開示請求の場合

と同様に「開示を求める個人情報」欄に記載された内容には判読困難

な部分が多く、判読可能な部分についても当該開示請求に係る保有個

人情報を特定するに足りる内容であるとは認められず、また、手数料

相当額の収入印紙が全く貼付されておらず、さらに、本人確認書類が

不足していた。

このため、処分庁は、前記４通の開示請求書には形式上の不備があ

るとして、個人情報保護法第１３条第３項の規定により、審査請求人

に対し、相当の期間（１４日）を定めた上、前記(１)①から③までと

同様の補正の求めを行った。

そして、この補正の求めに対し、処分庁が指定した期限までに審査

請求人からの回答、手数料の納付等がなかったため、処分庁は審査請

求人は補正の求めに応じる意思がないものと判断し、第１次開示請求

に係る処分と同一の理由から、本件開示請求には形式上の不備がある

と認め、不開示決定を行った（平成１９年１１月１４日付け１９０普

第３０８号）。

２ 諮問庁の所見

以上のとおり、第１次開示請求及び第２次開示請求にはいずれも形式上

の不備があり、相当な期間を定めて補正を求めたものの、審査請求人は補

正に応じなかったことから、このことを理由として不開示とした第１次開

示請求に係る処分及び第２次開示請求に係る処分はいずれも適法かつ妥当

なものである。

なお、審査請求人は、手数料は法務省に支払済みである旨主張している。
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しかし、仮に複数の行政機関が同一の内容の個人情報を保有していたとし

ても、個人情報保護法に基づく開示請求を行う場合は、それぞれの行政機

関に対して手数料を納付して請求する必要があることから、法務省に支払

済みであるとしても、本件開示請求に係る手数料が支払済みであるとの審

査請求人の主張は認められない。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、平成１９年（個）

諮問第３号及び平成１９年（個）諮問第４号を併合し、調査審議を行っ

た。

① 平成１９年１１月２１日 諮問書の収受（第１次開示請求の分）

② 同年１２月２５日 諮問書の収受（第２次開示請求の分）

③ 平成２０年 １月２８日 審査請求人から意見書を収受

④ 同年 １月３１日 諮問第３号及び第４号の併合及び審議

⑤ 同年 ２月１２日 諮問庁から意見書を収受

⑥ 同年 ４月３０日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 処分の妥当性について

個人情報保護法第２６条第１項に基づき、開示請求者は、開示請求を行

うに当たり、手数料を納付しなければならないこととされている。しかし、

処分庁あてに送付された第１次開示請求及び第２次開示請求に係る合計８

通の開示請求書についてみると、いずれも手数料相当額の収入印紙が貼付

されておらず、処分庁による収入印紙の送付を求める旨の補正の求めにも

審査請求人は応じていない。

また、開示請求書の「開示を求める個人情報」欄に記載された内容では

判読困難な部分が多く、判読可能な部分についても当該開示請求に係る個

人情報を特定することは困難であると認められ、処分庁による追記の依頼

等の補正の求めにも審査請求人は応じていない。

したがって、第１次開示請求及び第２次開示請求にいずれも形式上の不

備があるとする諮問庁の判断は妥当であると認められる。

なお、上記のとおり、本件開示請求には手数料の未納及び保有個人情報

の不特定という形式上の不備があることから、本人確認書類の不足につい

ては論ずるまでもない。

２ 本件開示請求書の補正の求めについて

処分庁が審査請求人に対して行った補正の求めは、手数料を納付するこ

と、文字が判読困難であることを踏まえて追記することなどであり、補正
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のために定めた期間も短いとは認められないことから、処分庁が行った補

正の求めは、個人情報保護法第１３条第３項の趣旨に照らして相当である。

３ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、その他種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論を

左右するものとは認められない。

４ 本件不開示決定の妥当性

以上のことから、本件開示請求に形式上の不備があることを理由として

不開示とした決定はいずれも妥当であると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子


